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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
二
十
五
号

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省

告
示
第
九
十
三
号
（
外
国
為
替
令
第
十
八
条
第
三
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
役
務
取
引
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

二
の
二

ベ
ラ
ル
ー
シ
政
府
そ
の
他
の
関
係
機
関
、
ベ

二
の
二

ベ
ラ
ル
ー
シ
政
府
そ
の
他
の
関
係
機
関
、
ベ

ラ
ル
ー
シ
の
法
令
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の

ラ
ル
ー
シ
の
法
令
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
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他
の
団
体
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
以
外
の
地
域
に
主
た
る
事

他
の
団
体
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
以
外
の
地
域
に
主
た
る
事

務
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
ベ
ラ
ル
ー
シ

務
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
ベ
ラ
ル
ー
シ

内
の
支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
務
所
又
は
ベ
ラ
ル

内
の
支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
務
所
又
は
ベ
ラ
ル

ー
シ
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
有
す
る
自
然
人
（

ー
シ
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
有
す
る
自
然
人
（

本
邦
に
滞
在
す
る
者
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び

本
邦
に
滞
在
す
る
者
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号

難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号

）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
認
定

）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
認
定

証
明
書
（
以
下
「
在
留
資
格
認
定
証
明
書
」
と
い

証
明
書
（
以
下
「
在
留
資
格
認
定
証
明
書
」
と
い

う
。
）
が
交
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対

う
。
）
が
交
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対

し
行
う
次
に
掲
げ
る
取
引
（
新
聞
、
書
籍
、
雑
誌
、

し
行
う
次
に
掲
げ
る
取
引
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
外
国
為

カ
タ
ロ
グ
、
電
気
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
フ
ァ
イ

替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

ル
等
に
よ
り
、
既
に
不
特
定
多
数
の
者
に
対
し
て
公

二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条

開
さ
れ
て
い
る
技
術
（
以
下
「
公
知
の
技
術
」
と
い

第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
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う
。
）
を
提
供
す
る
取
引
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
外
国
為

提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
機
能
修
正
を
行
う
た

替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本

二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条

邦
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
地
域
の
法
令
に
基
づ
き

第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て

設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
別
表
第

提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
機
能
修
正
を
行
う
た

二
地
域
等
設
立
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
単
独
又
は

め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本

共
同
で
全
額
出
資
す
る
ベ
ラ
ル
ー
シ
内
の
法
人
そ
の

邦
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
地
域
の
法
令
に
基
づ
き

他
の
団
体
及
び
別
表
第
二
地
域
等
設
立
法
人
等
の
ベ

設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
別
表
第

ラ
ル
ー
シ
内
の
支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
務
所
に

二
地
域
等
設
立
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
単
独
又
は

対
し
行
う
も
の
並
び
に
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

共
同
で
全
額
出
資
す
る
ベ
ラ
ル
ー
シ
内
の
法
人
そ
の

く
。
）

他
の
団
体
及
び
別
表
第
二
地
域
等
設
立
法
人
等
の
ベ

ラ
ル
ー
シ
内
の
支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
務
所
に

対
し
行
う
も
の
並
び
に
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
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く
。
）

イ

外
国
為
替
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表

イ

外
国
為
替
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表

の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術

の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術

を
提
供
す
る
取
引
（
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の

を
提
供
す
る
取
引
（
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の

維
持
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）

維
持
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）

ロ

別
表
第
一
（
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま

ロ

別
表
第
一
（
第
二
十
七
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
技
術
（
令
別
表
の
一
か

る
技
術
（
令
別
表
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中

ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
を
除

欄
に
掲
げ
る
技
術
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
取
引

く
。
）
を
提
供
す
る
取
引

二
の
三

輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ベ

二
の
三

輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ベ

ラ
ル
ー
シ
の
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
者
（

ラ
ル
ー
シ
の
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
者
（

国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し

国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し

て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措

て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
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置
の
対
象
と
な
る
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
の
団
体
を
指

置
の
対
象
と
な
る
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
の
団
体
を
指

定
す
る
件
（
令
和
四
年
外
務
省
告
示
第
百
四
号
）
で

定
す
る
件
（
令
和
四
年
外
務
省
告
示
第
百
四
号
）
で

定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
行
う
技
術
（
公
知

定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
行
う
技
術
を
提
供

の
技
術
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
取
引

す
る
取
引

二
の
四

ロ
シ
ア
政
府
そ
の
他
の
関
係
機
関
、
ロ
シ
ア

二
の
四

ロ
シ
ア
政
府
そ
の
他
の
関
係
機
関
、
ロ
シ
ア

の
法
令
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

の
法
令
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

、
ロ
シ
ア
以
外
の
地
域
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る

、
ロ
シ
ア
以
外
の
地
域
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る

法
人
そ
の
他
の
団
体
の
ロ
シ
ア
内
の
支
店
、
出
張
所

法
人
そ
の
他
の
団
体
の
ロ
シ
ア
内
の
支
店
、
出
張
所

そ
の
他
の
事
務
所
又
は
ロ
シ
ア
内
に
住
所
若
し
く
は

そ
の
他
の
事
務
所
又
は
ロ
シ
ア
内
に
住
所
若
し
く
は

居
所
を
有
す
る
自
然
人
（
本
邦
に
滞
在
す
る
者
で
あ

居
所
を
有
す
る
自
然
人
（
本
邦
に
滞
在
す
る
者
で
あ

っ
て
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る

っ
て
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る

も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
行
う
次
に
掲
げ
る
取
引
（

も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
行
う
次
に
掲
げ
る
取
引
（

公
知
の
技
術
を
提
供
す
る
取
引
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
法

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
六
項
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第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
提
供
し
た
も
の
に
限

可
を
受
け
て
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
機
能
修

る
。
）
の
機
能
修
正
を
行
う
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

正
を
行
う
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
も
の
で

提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
別
表
第
二
地
域
等
設
立

あ
っ
て
、
別
表
第
二
地
域
等
設
立
法
人
等
が
単
独
又

法
人
等
が
単
独
又
は
共
同
で
全
額
出
資
す
る
ロ
シ
ア

は
共
同
で
全
額
出
資
す
る
ロ
シ
ア
内
の
法
人
そ
の
他

内
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
別
表
第
二
地
域
等
設

の
団
体
及
び
別
表
第
二
地
域
等
設
立
法
人
等
の
ロ
シ

立
法
人
等
の
ロ
シ
ア
内
の
支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の

ア
内
の
支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
務
所
に
対
し
行

事
務
所
に
対
し
行
う
も
の
並
び
に
次
号
に
掲
げ
る
も

う
も
の
並
び
に
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

イ
～
ロ

［
略
］

イ
～
ロ

［
略
］

二
の
五

輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ

二
の
五

輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ

シ
ア
の
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
者
（
国
際

シ
ア
の
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
者
（
国
際

平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄

平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄

与
す
る
た
め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の

与
す
る
た
め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
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対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団
体
を
指
定
す
る
件
（

対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団
体
を
指
定
す
る
件
（

令
和
四
年
外
務
省
告
示
第
八
十
二
号
）
で
定
め
る
も

令
和
四
年
外
務
省
告
示
第
八
十
二
号
）
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。
）
に
対
し
行
う
技
術
（
公
知
の
技
術
を

の
を
い
う
。
）
に
対
し
行
う
技
術
を
提
供
す
る
取
引

除
く
。
）
を
提
供
す
る
取
引

三

[

略]

三

[

略]

別
表
第
一
（
第
二
号
の
二
、
第
二
号
の
四
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
号
の
二
、
第
二
号
の
四
関
係
）

一
～
八

［
略
］

一
～
八

［
略
］

九

［
略
］

九

［
略
］

イ

本
号
ロ
又
は
別
表
第
一
貨
物
等
省
令
第
八
条
第

イ

本
号
ロ
又
は
別
表
第
一
貨
物
等
省
令
第
八
条
第

九
号
（
同
号
ヘ
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当

九
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
及
び
ヘ
に
該
当

す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に
特

す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に
特

に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

ロ

別
表
第
一
貨
物
等
省
令
第
八
条
第
九
号
（
同
号

ロ

別
表
第
一
貨
物
等
省
令
第
八
条
第
九
号
イ
又
は
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ロ
を
除
き
、
同
号
ヘ
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に

ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
及
び
ヘ
に
該
当
す
る

該
当
す
る
も
の
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を

も
の
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も

有
す
る
も
の
、
当
該
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
も

の
、
当
該
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
又
は
当

の
又
は
当
該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う

該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で

こ
と
が
で
き
る
も
の
（
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用

き
る
も
の
（
公
開
さ
れ
た
又
は
商
業
用
の
暗
号
標

の
暗
号
標
準
の
み
を
用
い
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の

準
の
み
を
用
い
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の
機
能
が
、

機
能
が
、
操
作
、
管
理
又
は
保
守
に
関
す
る
も
の

操
作
、
管
理
又
は
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ

に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

別
表
第
一
貨
物
等
省
令
第
八
条
第
九
号
ロ
（
同

ハ

別
表
第
一
貨
物
等
省
令
第
八
条
第
九
号
ロ
及
び

号
ヘ
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
も
の
の
有
す
る
機

ヘ
に
該
当
す
る
も
の
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機

能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
暗

能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
暗
号
機
能
有
効
化

号
機
能
有
効
化
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
手
段
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
貨

の
み
、
あ
る
貨
物
又
は
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
暗
号

物
又
は
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
暗
号
機
能
を
有
効
化
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機
能
を
有
効
化
す
る
も
の

す
る
も
の

十
～
二
十
七

［
略
］

十
～
二
十
七

［
略
］

二
十
八

別
表
第
二
の
三
貨
物
省
令
第
三
十
三
条
に
該

[

新
設]

当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に
特

に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

二
十
九

別
表
第
二
の
三
貨
物
省
令
第
三
十
五
条
（
同

[

新
設]

条
第
四
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
十
三
条
（
同
条
第

四
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に
特
に
設
計
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム

三
十

積
層
造
形
用
の
装
置
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用

[

新
設]

の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
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イ

デ
ジ
タ
ル
ツ
イ
ン
の
た
め
の
も
の

ロ

信
頼
性
判
断
の
た
め
の
も
の

三
十
一

別
表
第
二
の
三
貨
物
省
令
第
三
十
三
条
か
ら

[

新
設]

第
四
十
三
条
ま
で
（
第
三
十
五
条
第
四
号
及
び
第
四

十
三
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用

の
た
め
の
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

三
十
二

別
表
第
二
の
三
貨
物
省
令
第
四
十
四
条
又
は

[

新
設]

第
四
十
五
条
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は

使
用
の
た
め
の
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

三
十
三

積
層
造
形
用
の
装
置
の
設
計
、
製
造
又
は
使

[

新
設]

用
の
た
め
の
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
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イ

デ
ジ
タ
ル
ツ
イ
ン
の
た
め
の
も
の

ロ

信
頼
性
判
断
の
た
め
の
も
の

ハ

第
三
十
号
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
の
も
の

三
十
四

別
表
第
二
の
三
貨
物
省
令
第
四
十
三
条
第
四

[

新
設]

号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
の
た
め
の
技

術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

三
十
五

別
表
第
二
の
三
貨
物
省
令
第
四
十
三
条
（
同

[

新
設]

条
第
一
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
の
使
用
の
た
め
の
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
除
く
。
）

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
三
号
別
表
第
一
の
第
二
十
七
号
（
輸
出
貿
易
管
理

令
別
表
第
二
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
七

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
二
の
三
貨
物
省
令
第
三
十
二
条
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
役
務
取
引
に
つ

い
て
適
用
す
る
。


